
                     

 

 

地下水揚水量報告書 

―Grafferスマート申請の手引きー 
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はじめに 

 本手引きは地下水揚水施設の設置者が、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」

（以下、環境確保条例）に基づく地下水揚水量報告書の電子申請を利用するための手続き等に

ついて定めています。 

（注）揚水施設の使用を休止中（揚水量 0 立方メートル）でも報告書の提出が必要です。 

 

電子申請届出の手順 

 

１ 利用可能時間 

  電子申請は、24 時間受付可能です。（メンテナンス時を除く） 

 

２ 電子申請の届出期限 

  地下水の揚水量を測定し、毎年 1 回、揚水量報告書を提出してください。 

  環境確保条例に定められた地下水揚水規制については東京都環境区の HP をご覧くださ

い。 

【東京都環境局】

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/groundwater/pumping_regulations

/outline.html 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/groundwater/pumping_regulations/outline.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/groundwater/pumping_regulations/outline.html
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STEP1.申請前 
 

 

 

 

 

 

 
 

メールを認証して申請す

る方はこちらをクリック

してメールアドレスを入

力して確認メールを送信 

Google（グーグル）・LINE（ライ

ン）アカウントで申請する方はこ

ちらをクリック 

 

メールアドレスを入力して確認メールを送信するとログイン用の URL が送付さ
れます。ログイン用の URL をクリックして、入力したメールアドレスを再度入
力して認証をすると申請画面へと進めます（STEP3 に進む）。 
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STEP2.申請方法（アカウント作成） 
 

 

 

 

 

 

 
 

Google（グーグル）、LINE（ライン）、Graffer（グラファー）のいずれかのアカウ
ントを作成してログインする。初回ログイン時に作成したアカウントを使用して初
回申請を行うと、2 回目以降の申請は初回申請内容が反映されます。 

Google（グーグル）のアカウントを 

作成して申請する際はこちら 

LINE（ライン）のアカウントを 

作成して申請する際はこちら 

Graffer（グラファー）のアカウントを

作成して申請する際はこちら 
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STEP2-1.申請方法（メール認証して申請） 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP1 で入力したメール 

アドレスにURLが届きます。 
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STEP3.利用規約 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用規約に☑を入れてください。 

 

アカウントを登録して申請すると申請情報の一時保存ができます。また、
2 回目以降は「一時保存した申請から再開する」ことができます。メール
を認証して申請は一時保存ができません。アカウント登録後の初回申請と
メールを認証しての申請は「申請に進む」タブが表示されます。 
上記のタブの表示はアカウントを登録して初回を申請した表示になりま
す。 
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STEP4.申請情報の入力（個人） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

個人・法人のどちらでも STEP1

か STEP2で登録したメールアド

レスが自動で表示されます。 

 

アカウントを登録して入力すると

一時保存して次へ進めます。 

（注）メールを認証して申請した場

合は一時保存できません。 

 



7 

STEP4.申請情報の入力（法人） 
 

 
 

 
 

法人名を検索して該当があれば、 

法人名と本店所在地が自動で入力

されます。 

 

役職名から入力してください。 

（例）代表取締役 〇〇 〇〇 

 

個人・法人ともに本ページで入力された情報も地下水揚水量報告書の内容と共に電子
申請上に登録されている帳票に反映されますので登録にお間違いがないようご注意く
ださい。 
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STEP4-1.届出内容 
 

 

 

 

 

 

渋谷区から入力 

してください。 

 

所属がない場合は氏名

のみ入力してください。 

工場・指定作業場、そ

の他事業場がない場合

も入力してください。 

（例）自宅 

 

必須のマークがある項目が

未入力だとエラーが表示さ

れ先に進めなくなります。 

 

任意の項目では未入

力でも先に進めます。 
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ありを選択した場合は「使用量」「割合」

が表示されます。 

（注）なしの場合は非表示になります。 

ありを選択した場合は入力の最後に各

揚水施設用（別紙 2）を添付してくだ

さい。 

（注）なしの場合は非表示になります。 
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ありを選択した場合は「使用量」、「割合」が

表示されます。 

（注）なしの場合は非表示になります。 

ありを選択した場合は「その他の水源」、 

「使用量」「割合」が表示されます。 

（注）なしの場合は非表示になります。 

ありを選択した場合は「使用量」、「割合」が

表示されます。 

（注）なしの場合は非表示になります。 
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STEP5.添付資料のアップロード 
 

 

 

 

 

揚水施設が 2 以上ある場合は別紙 2以降が

表示されます。本数の数に応じて添付して

ください。 
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STEP6.申請内容の確認 
 

 

 

 

 

すべての入力内容を再確認してクリックします。 

以上で申請は完了です。 
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STEP7.申請完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

こちらで処理が完了次第、メールで通知を 
お送りいたしますのでしばらくお待ちくだ
さい。 

クリック 

（STEP8へ） 

クリック 

（STEP8-1 へ） 
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STEP8.申請完了後（申請詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力した内容を 

確認できます 

お問い合わせの際は申請 

番号をお伝えください 

申請後、入力不備により差し戻しになった際は、新規入力
が必要です。アカウントをお持ちの方は「この申請を元に
新規申請」をクリックすると入力内容が保存された状態で
開始することができます。 
入力不備の箇所を修正して再申請をお願いいたします。 
（注）申請番号も新たに付番されるのでご注意ください。 
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STEP8-1.申請完了後（申請一覧） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「申請一覧」、「この申請を元に新規申請」はアカウント登録
を行った場合のみ行うことができます。メール認証で申請し
た場合は申請内容の確認（STEP8）のみとなりますので、
アカウント登録をして申請することを推奨します。 
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問合せ先 

【窓口】 

 渋谷区役所環境整備課公害指導係 

 住 所：渋谷区宇田川町１番１号 渋谷区役所本庁舎１２階 

 電 話：０３－３４６３－２７５０ 

 ＦＡＸ：０３－５４５８－４９０３ 


